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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗浄水源から供給される洗浄水によって洗浄されて汚物を排出する水洗大便器であって
、
　ボウル形状の汚物受け面と、この汚物受け面の上縁に形成されたリム部と、を備えたボ
ウル部と、
　このボウル部の下方に接続され汚物を排出する排水路と、
　上記リム部に設けられたリム吐水口を含み、このリム吐水口から上記ボウル部内に洗浄
水を吐水して旋回流を形成するリム吐水部と、
　上記洗浄水源から供給される洗浄水を上記リム吐水部に供給する導水路と、を有し、
　上記リム部は、上記リム吐水口の下流側近傍に形成される通水路と、上記汚物受け面の
上縁に形成されると共に上記通水路に形成された棚面から上方に立ち上がり上記リム吐水
口の外縁から上記通水路の下流端まで延びる第１の内周面と、上記通水路の下流に形成さ
れる第２の内周面と、を備え、
　上記通水路の上記第１の内周面の上方には、この第１の内周面の上端から内側に突出す
るオーバーハング部が形成され、
　上記第２の内周面は、鉛直方向に切った断面において上記第２の内周面の下端から上端
まで上下方向に直線状に延びるように形成され、
　上記通水路は、上記リム吐水口からその下流側近傍に向かって、上記棚部、第１の内周
面及びオーバーハング部により形成される流路断面の断面積がほぼ一定となるように、上
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記流路断面は、その高さ寸法が下流側程大きく設定されていると共に、その横幅が下流側
程小さく設定され、これにより、上記通水路の流路断面を通過するリム吐水の乱れが抑制
され、下流側のボウル部内で安定した旋回流を形成するように構成されていることを特徴
とする水洗大便器。
【請求項２】
　上記リム部は、上記第１の内周面よりも上方に設けられて且つ上記オーバーハング部の
内周面を形成する第３の内周面を備えており、この第３の内周面は、鉛直方向に切った断
面において上下方向に直線状に延びている請求項１記載の水洗大便器。
【請求項３】
　上記通水路の下流端の横幅は、０である請求項１又は２に記載の水洗大便器。
【請求項４】
　上記オーバーハング部は、上記棚面の一部を覆うことにより上記通水路を形成している
請求項１乃至３の何れか１項に記載の水洗大便器。
【請求項５】
　上記棚面は、上記汚物受け面の上縁と上記リム部の第１の内周面の下縁との間に形成さ
れる第１の棚面と、上記汚物受け面の上縁と上記第リム部の第２の内周面の下縁との間に
形成される第２の棚面と、を備えており、上記第１の棚面の横幅（Ｗ１＋Ｗ３、又は、Ｗ
２＋Ｗ３）は、上記第２の棚面の横幅（Ｗ３）よりも大きい請求項１乃至４の何れか１項
に記載の水洗大便器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水洗大便器に係り、特に、洗浄水源から供給される洗浄水によって洗浄され
て汚物を排出する水洗大便器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、洗浄水源から供給される洗浄水によって洗浄されて汚物を排出する水洗大便
器として、例えば、特許文献１に記載されているように、ボウル部の棚部上に洗浄水を吐
水して旋回流を形成するリム通水路のリム吐水口がボウル部の前方側領域に形成され、こ
のリム吐水口の直後の通水路においてリム部の内周面の一部のみが内方に向かってオーバ
ーハングした形状に形成されたものが知られている。
【０００３】
　また、特許文献２に記載されているように、ボウル部の上縁に形成されたリム通水路の
鉛直方向の寸法が下流側に向かって徐々に小さくなるように設定されている水洗大便器に
ついても知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－４４１７７号公報
【特許文献２】特許５４８３３１４号公報（特開２０１１－１２５０８号公報）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、これらの上述した特許文献１、２に記載されている従来の水洗大便器で
は、リム吐水口の下流側に形成される通水路の通水断面の断面積が、リム吐水口から下流
側に向かって一定になるように設定されていないため、リム吐水口の下流側の通水断面の
高さが下流側程大きく設定されている場合には、リム吐水口の下流側の通水路の通水断面
を通過するリム吐水に乱れが生じるおそれがあり、洗浄水の飛び散りが発生するおそれが
あるという問題がある。
　また、リム吐水口の下流側の通水路を覆うオーバーハング部の領域が大きくなる程、リ
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ム吐水口の下流側の通水路の視認性や清掃性が低下するという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述した従来技術の問題を解決するためになされたものであり、リ
ム吐水口から吐水された洗浄水について、洗浄水の飛び散りを防ぐことができると共に、
リム吐水口の下流側の通水路の視認性や清掃性を効果的に高めることができる水洗大便器
を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　　上述した目的を達成するために、本発明は、洗浄水源から供給される洗浄水によって
洗浄されて汚物を排出する水洗大便器であって、ボウル形状の汚物受け面と、この汚物受
け面の上縁に形成されたリム部と、を備えたボウル部と、このボウル部の下方に接続され
汚物を排出する排水路と、リム部に設けられたリム吐水口を含み、このリム吐水口から上
記ボウル部内に洗浄水を吐水して旋回流を形成するリム吐水部と、洗浄水源から供給され
る洗浄水をリム吐水部に供給する導水路と、を有し、リム部は、リム吐水口の下流側近傍
に形成される通水路と、汚物受け面の上縁に形成されると共に通水路に形成された棚面か
ら上方に立ち上がりリム吐水口の外縁から通水路の下流端まで延びる第１の内周面と、通
水路の下流に形成される第２の内周面と、を備え、通水路の第１の内周面の上方には、こ
の第１の内周面の上端から内側に突出するオーバーハング部が形成され、第２の内周面は
、鉛直方向に切った断面において第２の内周面の下端から上端まで上下方向に直線状に延
びるように形成され、通水路は、リム吐水口からその下流側近傍に向かって、棚部、第１
の内周面及びオーバーハング部により形成される流路断面の断面積がほぼ一定となるよう
に、流路断面は、その高さ寸法が下流側程大きく設定されていると共に、その横幅が下流
側程小さく設定され、これにより、通水路の流路断面を通過するリム吐水の乱れが抑制さ
れ、下流側のボウル部内で安定した旋回流を形成するように構成されていることを特徴と
している。
　このように構成された本発明においては、リム部が、リム吐水口の下流側近傍に形成さ
れる通水路と、汚物受け面の上縁に形成されると共に通水路に形成された棚面から上方に
立ち上がりリム吐水口の外縁から通水路の下流端まで延びる第１の内周面と、通水路の下
流に形成される第２の内周面と、を備え、通水路の第１の内周面の上方には、この第１の
内周面の上端から内側に突出するオーバーハング部が形成され、第２の内周面は、鉛直方
向に切った断面において第２の内周面の下端から上端まで上下方向に直線状に延びるよう
に形成され、通水路は、リム吐水口からその下流側近傍に向かって、棚部、第１の内周面
及びオーバーハング部により形成される流路断面の断面積がほぼ一定となるように、流路
断面は、その高さ寸法が下流側程大きく設定されていると共に、その横幅が下流側程小さ
く設定され、これにより、通水路の流路断面を通過するリム吐水の乱れが抑制され、下流
側のボウル部内で安定した旋回流を形成することができる。
　また、リム吐水口から吐水された洗浄水について、その下流側の通水路に沿わせて下流
側に安定した流れを形成することにより、洗浄水の飛び散りを防ぐこともできるため、ボ
ウル部の視認性や清掃性を効果的に高めることができる。
【０００８】
　本発明において、好ましくは、上記リム部は、上記第１の内周面よりも上方に設けられ
て且つ上記オーバーハング部の内周面を形成する第３の内周面を備えており、この第３の
内周面は、鉛直方向に切った断面において上下方向に直線状に延びている。
　このように構成された本発明においては、リム吐水口から吐水された後のリム吐水口の
下流側の通水路の流路断面を通過するリム吐水は、乱れることが抑制されて通水路内に沿
って下流側に流れることができ、下流側に安定した旋回流をより効果的に形成することが
できる。
　また、リム吐水口から吐水された洗浄水について、その下流側の通水路に沿わせて下流
側に安定した流れを形成することにより、洗浄水の飛び散りを防ぐことができるため、ボ
ウル部の視認性や清掃性をより効果的に高めることができる。
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【００１０】
　本発明において、好ましくは、上記通水路の下流端の横幅は、０である。
　このように構成された本発明においては、リム吐水口から吐水された後、リム吐水口の
下流側の通水路の流路断面を通過するリム吐水は、乱れることが抑制されて通水路内に沿
って下流側に流れることができ、横幅が０である通水路の下流端から下流側に安定した旋
回流をさらにより効果的に形成することができる。
　また、リム吐水口から吐水された洗浄水について、その下流側の通水路に沿わせて下流
側に安定した流れを形成することにより、洗浄水の飛び散りを防ぐことができるため、ボ
ウル部の視認性や清掃性をさらにより効果的に高めることができる。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、上記オーバーハング部は、上記棚面の一部を覆うことに
より上記通水路を形成している。
　このように構成された本発明においては、リム吐水口から吐水された後、リム吐水口の
下流側の通水路の流路断面を通過するリム吐水は、乱れることが抑制されて通水路内に沿
って下流側に流れることができ、下流側に安定した旋回流をさらにより効果的に形成する
ことができる。
　また、リム吐水口から吐水された洗浄水について、その下流側の通水路に沿わせて下流
側に安定した流れを形成することにより、洗浄水の飛び散りを防ぐことができるため、ボ
ウル部の視認性や清掃性をさらにより効果的に高めることができる。
　本発明において、好ましくは、上記棚面は、上記汚物受け面の上縁と上記リム部の第１
の内周面の下縁との間に形成される第１の棚面と、上記汚物受け面の上縁と上記第リム部
の第２の内周面の下縁との間に形成される第２の棚面と、を備えており、上記第１の棚面
の横幅（Ｗ１＋Ｗ３、又は、Ｗ２＋Ｗ３）は、上記第２の棚面の横幅（Ｗ３）よりも大き
い。
　このように構成された本発明においては、リム吐水口から吐水された後、リム吐水口の
下流側の通水路の流路断面を通過するリム吐水は、乱れることが抑制されて通水路内に沿
って下流側に流れることができ、下流側に安定した旋回流をさらにより効果的に形成する
ことができる。
　また、リム吐水口から吐水された洗浄水について、その下流側の通水路に沿わせて下流
側に安定した流れを形成することにより、洗浄水の飛び散りを防ぐことができるため、ボ
ウル部の視認性や清掃性をさらにより効果的に高めることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の水洗大便器によれば、リム吐水口から吐水された洗浄水について、洗浄水の飛
び散りを防ぐことができると共に、リム吐水口の下流側の通水路の視認性や清掃性を効果
的に高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１実施形態による水洗大便器を示す斜視図であり、便蓋及び便座を上
方位置まで回動させた状態を示す。
【図２】本発明の第１実施形態による水洗大便器における左右方向の中央断面を左側から
見た断面図であり、便蓋及び便座を下方位置まで回動させた状態を示す。
【図３】図１に示す本発明の第１実施形態による水洗大便器の便器本体部分を示す部分平
面図である。
【図４】図３に示す本発明の第１実施形態による水洗大便器の便器本体部分において、リ
ム部の内部に形成されるリム通水路の部分を拡大した部分拡大平面図である。
【図５】図４のＶ－Ｖ線に沿ったリム部の部分拡大断面図である。
【図６Ａ】図４に示すリム通水路のＡ断面である。
【図６Ｂ】図４に示すリム通水路のＢ断面である。
【図６Ｃ】図４に示すリム通水路のＣ断面である。
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【図６Ｄ】図４に示すリム通水路のＤ断面である。
【図６Ｅ】図４に示すリム通水路のＥ断面である。
【図７】図２に示す本発明の第１実施形態による水洗大便器において、リム吐水口の下流
側近傍の通水路の部分を拡大した部分拡大側面部である。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩ線に沿った断面図である。
【図９】図７のＸＩ－ＸＩ線に沿った断面図である。
【図１０Ａ】本発明の第１実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側近傍の通水路
におけるリム吐水口から周方向下流側の距離（ｘ）とオーバーハング部の高さ寸法（Ｕ）
との関係を定性的に示した図である。
【図１０Ｂ】本発明の第１実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側近傍の通水路
におけるリム吐水口から周方向下流側の距離（ｘ）と棚面からオーバーハング部の下端ま
での最大高さ寸法（Ｌ）との関係を定性的に示した図である。
【図１０Ｃ】本発明の第１実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側近傍の通水路
におけるリム吐水口から周方向下流側の距離（ｘ）とリム吐水口の下流側の通水路の横幅
（Ｗ）との関係を定性的に示した図である。
【図１１】図３のＸＩ－ＸＩ線に沿った断面図である。
【図１２】図３のＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿った断面図である。
【図１３Ａ】本発明の第１実施形態による水洗大便器において、ボウル部の直線部と曲が
り部とを緩和曲線で接続した場合におけるリム吐水口からの周方向下流側の距離（ｘ）と
曲率（１／ρ）の変化を定性的に示した図である。
【図１３Ｂ】図１３Ａに示す本発明の第１実施形態による水洗大便器に対する比較例であ
り、ボウル部の直線部と曲がり部とを直線に正接する曲線で接続した場合におけるリム吐
水口からの周方向下流側の距離（ｘ）と曲率（１／ρ）の変化を定性的に示した図である
。
【図１４】本発明の第２実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側の通水路におけ
る、図８と同様な断面図である。
【図１５】本発明の第２実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側の通水路におけ
る、図９と同様な断面図である。
【図１６Ａ】本発明の第２実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側近傍の通水路
におけるリム吐水口から周方向下流側の距離（ｘ）とオーバーハング部の高さ寸法（Ｕ）
との関係を定性的に示した図である。
【図１６Ｂ】本発明の第２実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側近傍の通水路
におけるリム吐水口から周方向下流側の距離（ｘ）と棚面からオーバーハング部の下端ま
での最大高さ寸法（Ｌ）との関係を定性的に示した図である。
【図１６Ｃ】本発明の第２実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側近傍の通水路
におけるリム吐水口から周方向下流側の距離（ｘ）とリム吐水口の下流側の通水路の横幅
（Ｗ）との関係を定性的に示した図である。
【図１７】本発明の第３実施形態による水洗大便器におけるリム吐水口付近の横断面部分
（リム吐水口とその下流側の通水路の流路断面部分）を概略的に示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　つぎに、図１～図１３を参照して、本発明の第１実施形態による水洗大便器について説
明する。
　まず、図１は、本発明の第１実施形態による水洗大便器を示す斜視図であり、便蓋及び
便座を上方位置まで回動させた状態を示す。また、図２は、本発明の第１実施形態による
水洗大便器における左右方向の中央断面を左側から見た断面図であり、便蓋及び便座を下
方位置まで回動させた状態を示す。さらに、図３は、図１に示す本発明の第１実施形態に
よる水洗大便器の便器本体部分を示す部分平面図である。
【００１５】
　図１～図３に示すように、本発明の第１実施形態による水洗大便器１は、陶器製の便器



(6) JP 6845997 B2 2021.3.24

10

20

30

40

50

本体２と、この便器本体２の上面に上下方向に回動可能に配置された便座４と、この便座
４を覆うように上下方向に回動可能に配置された便蓋６と、便器本体２の後方に配置され
た機能部８とを備えている。
　また、図２に示すように、機能部８は、便器本体２の後方上部に配置されて、使用者の
局部を洗浄する衛生洗浄部として機能する衛生洗浄系機能部１０と、この衛生洗浄系機能
部１０に近接して配置されて、便器本体２への給水機能に関与する給水系機能部１２とを
備えている。
【００１６】
　つぎに、図１～図３に示すように、便器本体２は、ボウル形状の汚物受け面１４と、こ
の汚物受け面１４の上縁の棚面１６から立ち上がるように形成されたリム部１８とを備え
たボウル部２０を備えている。
　また、図２に示すように、便器本体２は、ボウル部２０の下方に入口部２２ａが接続さ
れて、ボウル部２０内の汚物を排出する排水路である排水トラップ管路２２を備えている
。
【００１７】
　つぎに、図３に示すように、ボウル部２０は、前後方向に二等分する左右方向に延びる
中心線Ｃ１に対して前方側である前方側領域Ｆ１と後方側である後方側領域Ｒ１を備えて
おり、このボウル部２０の前方側領域Ｆ１内の左右の一方の側のリム部１８、すなわち、
便器本体２の前方から見てボウル部２０の前方側領域Ｆ１内の右側のリム部１８の内部に
は、リム吐水部の一部であるリム通水路２４（詳細は後述する）が形成されている。
　また、このリム通水路２４の下流端には、リム吐水部の一部であるリム吐水口２６（詳
細は後述する）が形成されている。
　さらに、図３に示すように、リム通水路２４の上流側は、洗浄水源である水道（図示せ
ず）から供給される洗浄水をリム通水路２４に供給する導水路である導水管２８に接続さ
れている。この導水管２８の上流側は、洗浄水源である水道（図示せず）に直結されてお
り、この水道の給水圧力を利用して、導水管２８からリム通水路２４内に供給された洗浄
水は、リム通水路２４内で前方へ導かれ、その後、内側且つ後方側に屈曲し、下流側のリ
ム吐水口２６まで導かれるようになっている。
　そして、リム吐水口２６に導かれた洗浄水は、後方に向けて吐水（リム吐水）され、リ
ム吐水口２６の下流側近傍に形成される通水路３０（詳細は後述する）を経てボウル部２
０内を旋回することにより、ボウル部２０内に旋回流が形成されるようになっている。
　なお、リム部１８に設けられ洗浄水を吐水してボウル部２０内に旋回流を形成する吐水
口は、リム吐水口２６のみである。
【００１８】
　なお、本実施形態の水洗大便器１においては、リム吐水部であるリム通水路２４及びリ
ム吐水口２６について、便器本体２の前方から見てボウル部２０の前方側領域Ｆ１内の右
側のリム部１８の内部に配置した形態について説明するが、このような形態に限定されず
、リム吐水口を便器本体２の前方から見てボウル部２０の前方側領域Ｆ１内の左側のリム
部１８に配置して後方に向けてリム吐水を行うようにしてもよい。
　要するに、リム吐水部であるリム通水路及びリム吐水口ついては、ボウル部２０の前方
側領域Ｆ１内の左右の何れか一方の側のリム部１８に配置して後方に向けてリム吐水を行
うような形態であればよい。
　また、本実施形態の水洗大便器１においては、リム吐水部であるリム通水路２４及びリ
ム吐水口２６は、陶器を加工することで便器本体２に一体に形成されているが、例えば、
樹脂等で便器本体２とは別体として形成し、便器本体２に取り付ける構成としてもよい。
【００１９】
　さらに、図２に示すように、ボウル部２０の底部には、排水トラップ管路２２の入口部
２２ａに差し向けられるようにジェット吐水口３２が形成されている。このジェット吐水
口３２による吐水（ジェット吐水）に関しては、給水系機能部１２に設けられている貯水
タンク３４に貯水された洗浄水が、給水系機能部１２の加圧ポンプ３６によって加圧され
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て、ジェット吐水口３２から吐出されるようになっている。
　また、ジェット吐水口３２から吐出された洗浄水は、排水トラップ管路２２の入口部２
２ａから、この入口部２２ａの後方側の上昇管路２２ｂ内に流入した後、この上昇管路２
２ｂ内を排水トラップ管路２２の頂部２２ｃから下降管路２２ｄに流出するようになって
いる。
【００２０】
　ここで、衛生洗浄系機能部１０及び給水系機能部１２のそれぞれの具体的な構造につい
ては、従来のものと同様であるため、詳細な説明については省略するが、衛生洗浄系機能
部１０には、ボウル部２０の上方の使用者に向けて洗浄水を噴射するノズル装置（図示せ
ず）を含む局部洗浄装置（図示せず）が設けられている。
　その他、衛生洗浄系機能部１０には、局部洗浄装置（図示せず）に供給される洗浄水を
貯水する貯水部（図示せず）、この貯水部（図示せず）内の洗浄水を適温に温めて温水に
する加熱器（図示せず）、換気ファン（図示せず）、脱臭ファン（図示せず）、温風ファ
ン（図示せず）、及び、これらの機器の作動を制御するコントローラ（図示せず）等が設
けられている。
　一方、給水系機能部１２の給水路（図示せず）は、その上流側が給水源である水道（図
示せず）に接続されており、貯水タンク（図示せず）の上流側の給水路には、定流量弁（
図示せず）、電磁弁（図示せず）、貯水タンク（図示せず）への給水とリム吐水口２６へ
の吐水とを切り替える切替弁（図示せず）等が設けられている。また、給水系機能部１２
には、これら以外にも、電磁弁（図示せず）の開閉操作、切替弁（図示せず）の切替操作
、及び、加圧ポンプ（図示せず）の回転数や作動時間等を制御するコントローラ（図示せ
ず）等が設けられている。
【００２１】
　なお、本実施形態による水洗大便器１においては、リム吐水口２６によるリム吐水につ
いて水道の給水圧力を利用して行い、ジェット吐水口３２によるジェット吐水について加
圧ポンプ（図示せず）を制御することにより貯水タンク（図示せず）内の洗浄水を供給す
る、いわゆる、ハイブリット式の水洗大便器の形態について説明するが、このような形態
に限られず、他の形態についても適用可能である。すなわち、他の形態として、水道のみ
から直接的に供給される洗浄水について、バルブを切り替えることによってリム吐水口２
６によるリム吐水とジェット吐水口３２によるジェット吐水とを切り替えるような形態で
あってもよいし、貯水タンク内の洗浄水について、ポンプのみを切り替えることによって
、リム吐水口２６によるリム吐水とジェット吐水口３２によるジェット吐水とを切り替え
るような形態であってもよい。
【００２２】
　つぎに、図１～図７を参照して、本発明の第１実施形態による水洗大便器１のリム通水
路２４及びリム吐水口２６の詳細について説明する。
　図４は、図３に示す本発明の第１実施形態による水洗大便器の便器本体部分において、
リム部の内部に形成されるリム通水路の部分を拡大した部分拡大平面図であり、図５は、
図４のＶ－Ｖ線に沿ったリム部の部分拡大断面図である。
　また、図６Ａは、図４に示すリム通水路のＡ断面であり、図６Ｂは、図４に示すリム通
水路のＢ断面である。さらに、図６Ｃは、図４に示すリム通水路のＣ断面であり、図６Ｄ
は、図４に示すリム通水路のＤ断面である。図６Ｅは、図４に示すリム通水路のＥ断面で
ある。
【００２３】
　まず、図４に示すように、リム通水路２４は、導水管２８に接続される入口部２４ａか
らリム部１８の内部を前方に向かって延びる外側部２４ｂと、この外側部２４ｂの下流端
から内側に屈曲する屈曲部２４ｃと、この屈曲部２４ｃから後方に向かってリム吐水口２
６まで延びる内側部２４ｄとを備えている。
【００２４】
　また、図５及び図６Ａ～図６Ｅに示すように、リム通水路２４の外側部２４ｂ及び屈曲
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部２４ｃの流路断面の最大高さＨとし、リム通水路２４の内側部２４ｄの流路断面の最大
高さをｈとすると、リム通水路２４の内側部２４ｄの各流路断面Ｅの最大高さ寸法ｈ１は
、リム通水路２４の外側部２４ｂの各流路断面Ａ～Ｃの各最大高さ寸法Ｈ１～Ｈ３及び屈
曲部２４ｃの流路断面Ｄの最大高さ寸法Ｈ４よりも小さくなるように設定されている。
　なお、本実施形態の水洗大便器１においては、例えば、リム通水路２４の内側部２４ｄ
の流路断面Ｅの最大高さ寸法ｈ１と、リム通水路２４の外側部２４ｂの下流端（屈曲部２
４ｃの上流端）の流路断面Ｄの最大高さ寸法Ｈ４との比率（ｈ１：Ｈ４）については、１
：２～１：８に設定されていることが好ましく、１：２～１：５に設定されていることが
最も好ましい。
　これらにより、例えば、本発明とは異なる水洗大便器において、リム通水路内の壁面の
摩擦抵抗等を低減させるために、リム通水路の流路断面がリム通水路の上流端から下流端
までの全域で、ほぼ同一の円形断面若しくは縦横比がほぼ同一の断面によって形成された
リム通水路に比べて、本実施形態の水洗大便器１では、リム吐水部であるリム通水路２４
やリム吐水口２６に要するリム部１８全体の幅等の大きさを効果的に小さく設定すること
ができるようになっている。
　したがって、通水時のリム通水路２４内における洗浄水以外のエア空間を減らすことが
でき、リム吐水口２６によるリム吐水を効率良く行うことができるようになっている。
　また、通水時にリム通水路２４内の空気を巻き込むことに起因する異音の発生を生じ難
くすることができるようになっている。
　さらに、リム通水路２４内全体の容積空間を低減させることにより、リム通水路２４の
外側部２４ｂから屈曲部２４ｃを経て内側部２４ｄへ屈曲させるリム通水路２４の周辺ス
ペースにゆとりを持たせることができるため、リム通水路２４内の洗浄水の圧力損失を抑
制することができると共に、ボウル部２０のリム部１８の形状等に関する便器設計の自由
度を確保することができるようになっている。
【００２５】
　つぎに、図５に示すように、リム通水路２４の外側部２４ｂは、リム部１８の外周側の
外側壁部３８と、この外側壁部３８の下端から内側に一体に形成される下側壁部４０と、
外側壁部３８と水平方向に対向すると共にその下端が下側壁部４０の上端に接着される内
側壁部４２と、この内側壁部４２の上端に一体に形成されると共に外側壁部３８の上端に
接着される上側壁部４４とを備えている。
　また、リム通水路２４の外側部２４ｂの下側壁部４０の上端面と内側壁部４２の下端面
との接着面Ｓ１は、略水平面を形成しており、外側壁部３８の上端面と上側壁部４４との
接着面Ｓ２は、略水平面に対して傾斜した傾斜面を形成している。
　なお、ここでいう「略水平面」とは、完全な水平面のみならず、下側壁部４０の上端面
（接着面）と内側壁部４２の下端面（接着面）とが互いに水平方向にずれることのできる
、おおよそ水平な面をも含むものである。
　これにより、例えば、本実施形態の水洗大便器１の製造時において、リム通水路２４の
下側壁部４０の上端の接着面Ｓ１に内側壁部４２の下端の接着面Ｓ１を接着させると同時
に、リム通水路２４の外側壁部３８の上端の接着面Ｓ２に上側壁部４４の接着面Ｓ２を接
着させる際に、水平面を形成する下側壁部４０の接着面Ｓ１と内側壁部４２の接着面Ｓ１
とが、製造誤差等により互いに水平方向にずれてしまったとしても、水平面に対して互い
に傾斜した傾斜面を形成する外側壁部３８の接着面Ｓ１と上側壁部４４の接着面Ｓ１とが
、先行して確実に接触することができるようになっている。
　したがって、リム通水路２４における外側部２４ｂから内側部２４ｄの流路断面Ａ～Ｅ
が、下側壁部４０の接着面Ｓ１と内側壁部４２の接着面Ｓ１の互いのずれにより完全に潰
されてしまうことを防ぐことができるため、リム通水路２４の通水領域を全域に亘って確
保することができるようになっている。
【００２６】
　つぎに、図４及び図７～図１０Ｃを参照して、本発明の第１実施形態による水洗大便器
１のリム吐水口２６の下流側近傍に形成される通水路３０の詳細について説明する。
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　図７は、図２に示す本発明の第１実施形態による水洗大便器において、リム吐水口の下
流側近傍の通水路の部分を拡大した部分拡大側面部であり、図８は、図７のＶＩＩＩ－Ｖ
ＩＩ線に沿った断面図であり、図９は、図７のＸＩ－ＸＩ線に沿った断面図である。
　また、図１０Ａは、本発明の第１実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側近傍
の通水路におけるリム吐水口から周方向下流側の距離（ｘ）とオーバーハング部の高さ寸
法（Ｕ）との関係を定性的に示した図であり、図１０Ｂは、本発明の第１実施形態による
水洗大便器のリム吐水口の下流側近傍の通水路におけるリム吐水口から周方向下流側の距
離（ｘ）と棚面からオーバーハング部の下端までの最大高さ寸法（Ｌ）との関係を定性的
に示した図であり、図１０Ｃは、本発明の第１実施形態による水洗大便器のリム吐水口の
下流側近傍の通水路におけるリム吐水口から周方向下流側の距離（ｘ）とリム吐水口の下
流側の通水路の横幅（Ｗ）との関係を定性的に示した図である。
【００２７】
　まず、図７～図９に示すように、リム吐水口２６の下流端からボウル部２０の曲がり部
５０（詳細は後述する）、すなわち、リム吐水口２６の下流側近傍に形成される通水路３
０は、リム部１８の内周面４６、このリム部１８の内周面４６の下方側に形成される棚面
１６、及び、内周面４６の上方側に形成されるオーバーハング部４８により流路断面Ｇを
形成している。
　なお、リム部１８の全周の中で、通水路３０においてのみオーバーハング形状が形成さ
れ、通水路３０を除くリム部１８の内周面は、鉛直方向に切った断面において上下方向に
直線状に延びるように形成されオーバーハング部４８のようなオーバーハング形状を備え
ない。
　また、図４及び図７～図１０Ｃに示すように、通水路３０は、リム吐水口２６から下流
側に向かって流路断面Ｇの断面積Ａ０がほぼ一定になるように、流路断面Ｇは、その最大
高さ寸法Ｌが下流側程大きく設定されると共に、その横幅Ｗが下流側程小さく設定されて
いる。
　すなわち、例えば、図９に示す通水路３０のオーバーハング部４８の上下方向の最小厚
みＵ２については、流路断面Ｇの断面積Ａ０がほぼ一定になるように、図８に示す通水路
３０のオーバーハング部４８の上下方向の最小厚みＵ１よりも小さくなっている。
【００２８】
　また、図９に示す流路断面Ｇ２の通水路３０の上下方向の最大高さ寸法Ｌ２については
、流路断面Ｇの断面積Ａ０がほぼ一定になるように、図８に示す通水路３０の流路断面Ｇ
１の上下方向の最大高さ寸法Ｌ１よりも大きくなっている。
　ここで、「断面積Ａ０がほぼ一定」とは、完全な一定のみならず、リム吐水口２６から
吐水された後のリム吐水口２６の下流側の通水路３０の流路断面Ｇを通過するリム吐水が
、乱れが抑制されて通水路３０内に沿って下流側に流れることができ、下流側のボウル部
２０内で安定した旋回流を効果的に形成することができる、おおよそ一定も含むものであ
る。
　さらに、図９に示す流路断面Ｇ２の通水路３０の横幅Ｗ２については、流路断面Ｇの断
面積Ａ０が一定になるように、図８に示す通水路３０の流路断面Ｇ１の通水路３０の横幅
Ｗ１よりも小さくなっている。
　さらに、図８及び図９に示すように、通水路３０の流路断面Ｇを形成する棚面１６は、
その高さ位置Ｐ１がリム吐水口２６から下流側に向かってほぼ一定の高さ位置になるよう
に形成されている。
　ここで、「ほぼ一定の高さ位置」とは、完全な一定のみならず、リム吐水口２６から吐
水された後のリム吐水口２６の下流側の通水路３０の流路断面Ｇを通過するリム吐水が、
乱れることを抑制されて通水路３０内に沿って下流側に流れることができ、下流側のボウ
ル部２０内で安定した旋回流を効果的に形成することができる、おおよそ一定も含むもの
である。
【００２９】
　これらにより、リム吐水口２６から吐水された後の通水路３０の流路断面Ｇを通過する
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リム吐水は、乱れることが抑制されて通水路３０内に沿って下流側に流れることができ、
下流側のボウル部２０内で安定した旋回流を効果的に形成することができるようになって
いる。
　さらに、リム吐水口２６から吐水された洗浄水について、その下流側の通水路３０に沿
わせて下流側に安定した流れを形成することにより、洗浄水の飛び散りを防ぐこともでき
るため、ボウル部２０の視認性や清掃性を効果的に高めることができるようになっている
。
【００３０】
　なお、図８及び図９に示すように、通水路３０の流路断面Ｇにおけるオーバーハング部
４８の最小高さ寸法であるオーバーハング部４８の上下方向の最小厚みＵと、棚面１６か
らオーバーハング部４８の下端まで最大高さ寸法である通水路３０の上下方向の最大高さ
寸法Ｌとの比率（Ｕ：Ｌ）は、１：６～６：１に設定されていることが好ましく、１：３
～３：１に設定されていることが最も好ましい。
【００３１】
　また、図３に示すように、ボウル部２０内の右後方側の領域で且つ通水路３０の下流側
に形成されるリム部１８の内周壁は、リム吐水口２６から周方向下流側に向かう距離（ｘ
）に応じて曲率（１／ρ）が小から大に変化する（言い換えると、曲率半径ρが大から小
に変化する）曲がり部５０を形成している。すなわち、この曲がり部５０は、図３に示す
平面視で曲率（１／ρ）が小から大に一定の比率で変化する（言い換えると、曲率半径ρ
が大から小に一定の割合で変化する）クロソイド曲線等の緩和曲線５２によって形成され
ている。
　同様に、図３に示すように、ボウル部２０内の前方側の領域のリム部１８の内周壁につ
いても、リム吐水口２６から周方向下流側に向かう距離（ｘ）に応じてリム部１８の左後
方側から前方に向かって曲率（１／ρ）が小から大に変化する（言い換えると、曲率半径
ρが大から小に変化する）曲がり部５４を形成している。この曲がり部５４は、図３に示
す平面視で曲率（１／ρ）が小から大に一定の比率で変化する（言い換えると、曲率半径
ρが大から小に一定の比率で変化する）クロソイド曲線等の緩和曲線５６によって形成さ
れている。
　これらにより、リム吐水口２６から吐水された洗浄水が、まず、曲がり部５０に沿って
旋回する際に、洗浄水に対して急激な遠心力の変化が発生することを効果的に抑制するこ
とができ、ボウル部２０内の洗浄効率を向上させることができるようになっている。
　さらに、曲がり部５０に沿って旋回した洗浄水は、リム部１８の内周壁に沿ってボウル
部２０内の後方側領域を通過して周方向下流側に旋回した後、曲がり部５４に沿ってボウ
ル部２０内の前方側領域を旋回するようになっているが、この曲がり部５４を旋回する際
に、洗浄水に対して急激な遠心力の変化が発生することを効果的に抑制することができ、
ボウル部２０内の洗浄効率を向上させることができるようになっている。
　なお、本実施形態の水洗大便器１においては、リム部１８の内周壁が形成する各曲がり
部５０，５４のそれぞれの緩和曲線５２，５６について、曲率が一定の比率で変化するク
ロソイド曲線を採用した例について説明するが、緩和曲線としては、クロソイド曲線以外
の緩和曲線であるサイン半波長低減曲線等を採用してもよい。
【００３２】
　つぎに、図３及び図１１～図１３Ｂを参照して、本発明の第１実施形態による水洗大便
器１のボウル部２０における平面視で緩和曲線５２，５６によって形成された曲がり部５
０，５４の詳細について説明する。
　ここで、図１１は、図３のＸＩ－ＸＩ線に沿った断面図であり、図１２は、図３のＸＩ
Ｉ－ＸＩＩ線に沿った断面図である。
　また、図１３Ａは、本発明の第１実施形態による水洗大便器において、ボウル部の直線
部と曲がり部とを緩和曲線で接続した場合におけるリム吐水口からの周方向下流側の距離
（ｘ）と曲率（１／ρ）の変化を定性的に示した図であり、図１３Ｂは、図１３Ａに示す
本発明の第１実施形態による水洗大便器に対する比較例であり、ボウル部の直線部と曲が
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り部とを直線に正接する曲線で接続した場合におけるリム吐水口からの周方向下流側の距
離（ｘ）と曲率（１／ρ）の変化を定性的に示した図である。
【００３３】
　まず、図３、図１１及び図１２に示すように、ボウル部２０は、各緩和曲線５２，５６
によって形成された曲がり部５０，５４に棚面１６を形成し、この棚面１６の横幅Ｗ３は
、ボウル部２０の周方向に沿ってほぼ一定である。
　なお、ここでいう「ほぼ一定」とは、完全な一定のみならず、リム通水路２４のリム吐
水口２６から吐水された洗浄水が曲がり部５０，５４の棚面１６に沿って旋回する際に、
洗浄水に対して急激な遠心力の変化が発生することをより効果的に抑制することができる
、おおよそ一定も含むものである。
　また、図１１及び図１２に示すように、ボウル部２０の各緩和曲線５２，５６によって
形成された曲がり部５０，５４のそれぞれの棚面１６は、水平面に対してそれぞれ傾斜角
度α１，α２で形成されている。
　ここで、傾斜角度α１の大きさについては、０°～１５°に設定されることが好ましく
、２°～８°に設定されることが最も好ましい。
　また、傾斜角度α２の大きさについては、傾斜角度α１の大きさよりも大きく設定され
ており、３°～６０°に設定されることが好ましく、５°～３０°に設定されることが最
も好ましい。
　これらにより、リム吐水口２６から吐水された洗浄水が曲がり部５０，５４の棚面１６
に沿って旋回する際に、洗浄水に対して急激な遠心力の変化が発生することをより効果的
に抑制することができるため、ボウル部２０内の洗浄効率をより良く向上させることがで
きるようになっている。
【００３４】
　また、図１３Ａに示すように、本実施形態の水洗大便器１において、ボウル部２０のほ
ぼ直線状である直線部と曲がり部とを緩和曲線で接続した場合には、リム吐水口２６から
の周方向下流側の距離ｘが０からｘ１（例えば、ｘ１＝５０ｍｍ）までの区間では、曲率
１／ρが一定のａ（例えば、ρ１＝８００ｍｍ、ａ＝１／ρ１＝０．００１２５［１／ｍ
ｍ］）となり、ほぼ直線状である直線部を形成する区間となる。
　つぎに、図１３Ａに示すように、距離ｘがｘ１からｘ２（例えば、ｘ２＝２００ｍｍ）
までの区間では、曲率１／ρがａ～ｂ（例えば、ρ１＝８００ｍｍ、ａ＝１／ρ１＝０．
００１２５、ρ２＝１５０ｍｍ、ｂ＝１／ρ２＝０．００６６７［１／ｍｍ］）まで一定
の比率で変化する緩和曲線によって曲がり部を形成する区間（緩和曲線区間）となる。
　また、図１３Ａに示すように、距離ｘがｘ２からｘ３（例えば、ｘ３＝３８０ｍｍ）ま
での区間では、曲率１／ρ２が一定のｂ（例えば、ρ２＝１５０ｍｍ、ｂ＝１／ρ２＝０
．００６６７［１／ｍｍ］）となり、曲率がほぼ一定の曲がり部を形成する区間となる。
【００３５】
　一方、図１３Ｂに示すように、ボウル部の直線部と曲がり部とを直線に正接する曲線で
接続した場合の比較例では、距離ｘがｘ４となる前後において、曲率１／ρが０（曲率半
径ρ＝∞）からｃ（曲率半径ρ＝ρ３）に急激に変化することにより、リム吐水口から吐
水された洗浄水が曲がり部の棚面に沿って旋回する際に、洗浄水に対して急激な遠心力の
変化が本実施形態の水洗大便器１に比べて大きく発生することになり、ボウル部内の洗浄
効率が低下することになる。
【００３６】
　つぎに、上述した本発明の第１実施形態による水洗大便器１における作用について説明
する。
　まず、本発明の第１実施形態による水洗大便器１によれば、リム吐水口２６の下流側近
傍に形成される通水路３０が、リム部１８の内周面４６、このリム部１８の内周面４６の
下方側に形成される棚面１６、及び、リム部１８の内周面４６の上方側に形成されるオー
バーハング部４８により流路断面Ｇを形成し、この通水路３０が、リム吐水口２６から下
流側に向かって流路断面Ｇの断面積Ａ０がほぼ一定になるように、この流路断面Ｇの最大
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高さ寸法Ｌが下流側程大きく設定されると共に、流路断面Ｇの横幅Ｗが下流側程小さく設
定されていることにより、リム吐水口２６から吐水された後のリム吐水口２６の下流側の
通水路３０の流路断面Ｇを通過するリム吐水は、乱れることが抑制されて通水路３０内に
沿って下流側に流れることができ、下流側のボウル部２０内で安定した旋回流を効果的に
形成することができる。
　また、リム吐水口２６から吐水された洗浄水について、その下流側の通水路３０に沿わ
せて下流側に安定した流れを形成することにより、洗浄水の飛び散りを防ぐこともできる
ため、ボウル部２０の視認性や清掃性を効果的に高めることができる。
【００３７】
　つぎに、本実施形態による水洗大便器１によれば、リム吐水口２６の下流側に形成され
る通水路３０の流路断面Ｇを形成する棚面１６の高さ位置Ｐ１が、リム吐水口２６から下
流側に向かってほぼ一定の高さ位置になるように形成されていることにより、リム吐水口
２６から吐水された後のリム吐水口２６の下流側の通水路３０の流路断面Ｇを通過するリ
ム吐水は、乱れることが抑制されて通水路３０内に沿って下流側に流れることができ、下
流側に安定した旋回流をより効果的に形成することができる。
　また、リム吐水口２６から吐水された洗浄水について、その下流側の通水路３０に沿わ
せて下流側に安定した流れを形成することにより、洗浄水の飛び散りを防ぐことができる
ため、ボウル部２０の視認性や清掃性をより効果的に高めることができる。
【００３８】
　また、本実施形態による水洗大便器１によれば、リム吐水口２６の下流側に形成される
通水路３０の流路断面Ｇにおけるオーバーハング部４８の最小高さ寸法Ｕと、棚面１６か
らオーバーハング部４８の下端までの最大高さ寸法Ｌとの比率（Ｕ：Ｌ）が、１：２～１
：８に設定されていることにより、リム吐水口２６から吐水された後、リム吐水口２６の
下流側の通水路３０の流路断面Ｇを通過するリム吐水は、乱れることが抑制されて通水路
３０内に沿って下流側に流れることができ、下流側に安定した旋回流をさらにより効果的
に形成することができる。
　また、リム吐水口２６から吐水された洗浄水について、その下流側の通水路３０に沿わ
せて下流側に安定した流れを形成することにより、洗浄水の飛び散りを防ぐことができる
ため、ボウル部２０の視認性や清掃性をさらにより効果的に高めることができる。
【００３９】
　つぎに、図１４～図１６Ｃを参照して、本発明の第２実施形態による水洗大便器につい
て説明する。
　図１４は、本発明の第２実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側の通水路にお
ける、図８と同様な断面図であり、図１５は、本発明の第２実施形態による水洗大便器の
リム吐水口の下流側の通水路における、図９と同様な断面図である。
　また、図１６Ａは、本発明の第２実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側近傍
の通水路におけるリム吐水口から周方向下流側の距離（ｘ）とオーバーハング部の高さ寸
法（Ｕ）との関係を定性的に示した図である。
　さらに、図１６Ｂは、本発明の第２実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側近
傍の通水路におけるリム吐水口から周方向下流側の距離（ｘ）と棚面からオーバーハング
部の下端までの最大高さ寸法（Ｌ）との関係を定性的に示した図である。
　また、図１６Ｃは、本発明の第２実施形態による水洗大便器のリム吐水口の下流側近傍
の通水路におけるリム吐水口から周方向下流側の距離（ｘ）とリム吐水口の下流側の通水
路の横幅（Ｗ）との関係を定性的に示した図である。
　ここで、図１４～図１６Ｃに示す本発明の第２実施形態による水洗大便器において、図
８～図１０Ｃに示す本発明の第１実施形態による水洗大便器の部分と同一部分については
同一の符号を付し、これらの説明については省略する。
【００４０】
　図１４～図１６Ｃに示すように、本発明の第２実施形態による水洗大便器１００では、
リム吐水口２６の下流側近傍に形成される通水路１３０が、リム部１１８の内周面１４６
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、このリム部１１８の内周面１４６の下方側に形成される棚面１１６、及び、内周面４６
の上方側に形成されるオーバーハング部１４８により流路断面Ｇを形成している。
　また、通水路１３０については、リム吐水口２６から下流側に向かって流路断面Ｇの断
面積Ａ０がほぼ一定になるように、流路断面Ｇの最大高さ寸法Ｌが下流側程大きく設定さ
れると共に、流路断面Ｇの横幅Ｗが下流側程小さく設定されている。
　すなわち、本発明の第２実施形態による水洗大便器１００では、リム吐水口２６の下流
側近傍の通水路１３０の流路断面Ｇを形成するオーバーハング部１４８の高さ位置Ｐ１０
１がリム吐水口２６から下流側に向かってほぼ一定の高さ位置になるように形成されてい
る点で、本発明の第１実施形態による水洗大便器１における通水路３０の流路断面Ｇを形
成する棚面１６の高さ位置Ｐ１がリム吐水口２６から下流側に向かってほぼ一定の高さ位
置になるように形成されている構造と異なっている。
　なお、ここでいう「ほぼ一定の高さ位置」とは、完全な一定のみならず、リム吐水口２
６から吐水された後のリム吐水口２６の下流側の通水路１３０の流路断面Ｇを通過するリ
ム吐水が、乱れを抑制されて通水路１３０内に沿って下流側に流れることができ、下流側
のボウル部内で安定した旋回流を効果的に形成することができる、おおよそ一定も含むも
のである。
　また、図１４～図１６Ｃに示すように、本発明の第２実施形態による水洗大便器１００
の通水路１３０においては、リム吐水口２６から下流側に向かって流路断面Ｇの断面積Ａ
０がほぼ一定になるように、流路断面Ｇの最大高さ寸法Ｌが下流側程大きく設定されると
共に、流路断面Ｇの横幅Ｗが下流側程小さく設定されている。
　すなわち、例えば、図１４及び図１５に示す通水路１３０のオーバーハング部１４８の
上下方向の最小厚みＵ（Ｕ１０１，Ｕ１０２）については、流路断面Ｇ（Ｇ１０１，Ｇ１
０２）の断面積Ａ０がほぼ一定になるように、ほぼ一定の厚み（Ｕ＝Ｕ１０１＝Ｕ１０２
）に設定されている。
　また、図１５に示す流路断面Ｇ１０２の通水路１３０の上下方向の最大高さ寸法Ｌ１０
２については、流路断面Ｇの断面積Ａ０がほぼ一定になるように、図１４に示す通水路１
３０の流路断面Ｇ１０１の上下方向の最大高さ寸法Ｌ１０１よりも大きくなっている。
　さらに、図１５に示す流路断面Ｇ１０２の通水路１３０の横幅Ｗ１０２については、流
路断面Ｇの断面積Ａ０が一定になるように、図１４に示す通水路１３０の流路断面Ｇ１０
１の通水路１３０の横幅Ｗ１０１よりも小さくなっている。
【００４１】
　上述した本発明の第２実施形態による水洗大便器１００によれば、リム吐水口２６の下
流側に形成される通水路１３０の流路断面Ｇを形成するオーバーハング部１４８の高さ位
置Ｐ１０１が、リム吐水口２６から下流側に向かって一定の高さ位置になるように形成さ
れていると共に、通水路１３０の流路断面Ｇの最大高さ寸法Ｌが下流側程大きく設定され
ると共に、通水路１３０の横幅Ｗが下流側程小さく設定されているため、リム吐水口２６
から吐水された後、リム吐水口２６の下流側の通水路１３０の流路断面Ｇを通過するリム
吐水は、乱れることが抑制されて通水路１３０内に沿って下流側に流れることができ、下
流側に安定した旋回流をより効果的に形成することができる。
　また、リム吐水口２６から吐水された洗浄水について、その下流側の通水路１３０に沿
わせて下流側に安定した流れを形成することにより、洗浄水の飛び散りを防ぐことができ
るため、ボウル部２０の視認性や清掃性をより効果的に高めることができる。
【００４２】
　つぎに、図１７を参照して、本発明の第３実施形態による水洗大便器について説明する
。
　図１７は、本発明の第３実施形態による水洗大便器におけるリム吐水口付近の横断面部
分（リム吐水口とその下流側の通水路の流路断面部分）を概略的に示す概略断面図である
。
　ここで、図１７に示す本発明の第３実施形態による水洗大便器の便器本体部分において
は、本発明の第１実施形態による水洗大便器１の便器本体部分と同一部分については同一
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の符号を付し、これらの説明については省略する。
　なお、図１７においては、本発明の第３実施形態による水洗大便器２００に対する比較
例として、本発明の第１実施形態による水洗大便器１のリム吐水口２６及びオーバーハン
グ部４８の形状について鎖線で示している。
【００４３】
　図１７に示すように、本発明の第３実施形態による水洗大便器２００においては、リム
吐水口２２６の開口断面Ｅ２００が三角形状に形成されており、この三角形状のリム吐水
口２２６のオーバーハング部２４８側の一辺である斜辺２２６ａがオーバーハング部２４
８の一部を形成している。
　これにより、本発明の第３実施形態による水洗大便器２００のリム吐水口２２６におい
ては、例えば、図１７に示す本発明の第１実施形態による水洗大便器１における開口断面
Ｅ１が矩形形状に形成され且つ本発明の第３実施形態による水洗大便器２００の三角形状
のリム吐水口２２６の開口断面Ｅ２００の最大幅とほぼ同一幅であるリム吐水口２６に比
べて、本発明の第３実施形態による水洗大便器２００のリム吐水口２２６の下流側の通水
路２３０の上方のオーバーハング部２４８の領域について、本発明の第１実施形態による
水洗大便器１のリム吐水口２６の下流側の通水路３０の上方のオーバーハング部４８の領
域よりも小さくすることができるようになっている。
【００４４】
　上述した本発明の第３実施形態による水洗大便器２００によれば、リム吐水口２２６の
開口断面Ｅ２００が三角形状に形成されていることにより、リム吐水口２２６の下流側の
通水路２３０の上方のオーバーハング部２４８の領域を小さくすることができると共に、
リム吐水口２２６から吐水された後、リム吐水口２２６の下流側の通水路２３０の流路断
面を通過するリム吐水は、乱れることが抑制されて通水路２３０内に沿って下流側に流れ
ることができ、下流側に安定した旋回流をさらにより効果的に形成することができる。
　また、リム吐水口２２６から吐水された洗浄水について、その下流側の通水路２３０に
沿わせて下流側に安定した流れを形成することにより、洗浄水の飛び散りを防ぐことがで
きるため、ボウル部の視認性や清掃性をさらにより効果的に高めることができる。
【符号の説明】
【００４５】
　　　１　　　　本発明の第１実施形態による水洗大便器
　　　２　　　　便器本体
　　　４　　　　便座
　　　６　　　　便蓋
　　　８　　　　機能部
　　１０　　　　衛生洗浄系機能部
　　１２　　　　給水系機能部
　　１４　　　　汚物受け面
　　１６　　　　棚面
　　１８　　　　リム部
　　２０　　　　ボウル部
　　２２　　　　排水トラップ管路（排水路）
　　２２ａ　　　入口部
　　２２ｂ　　　上昇管路
　　２２ｃ　　　頂部
　　２２ｄ　　　下降管路
　　２４　　　　リム通水路（リム吐水部）
　　２４ａ　　　リム通水路の入口部
　　２４ｂ　　　リム通水路の外側部
　　２４ｃ　　　リム通水路の屈曲部
　　２４ｄ　　　リム通水路の内側部
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　　２６　　　　リム吐水口（リム吐水部）
　　２８　　　　導水管（導水路）
　　３０　　　　リム吐水口の下流側近傍の通水路
　　３２　　　　ジェット吐水口
　　３４　　　　貯水タンク
　　３６　　　　加圧ポンプ
　　３８　　　　リム通水路の外側部の外側壁部
　　４０　　　　リム通水路の外側部の下側壁部
　　４２　　　　リム通水路の外側部の内側壁部
　　４４　　　　リム通水路の外側部の上側壁部
　　４６　　　　リム部の内周面
　　４８　　　　オーバーハング部
　　５０　　　　曲がり部
　　５２　　　　緩和曲線
　　５４　　　　曲がり部
　　５６　　　　緩和曲線
　１００　　　　本発明の第２実施形態による水洗大便器
　１１６　　　　棚面
　１３０　　　　リム吐水口の下流側近傍の通水路
　１４６　　　　リム部の内周面
　１４８　　　　オーバーハング部
　２００　　　　本発明の第３実施形態による水洗大便器
　２１８　　　　リム部
　２２６　　　　リム吐水口
　２２６ａ　　　リム吐水口の斜辺
　２４８　　　　オーバーハング部
　　　Ａ　　　　リム通水路の外側部の流路断面
　　　Ａ０　　　リム吐水口の下流側近傍の通水路の流路断面の断面積
　　　Ｂ　　　　リム通水路の外側部の流路断面
　　　Ｃ　　　　リム通水路の外側部の流路断面
　　　Ｃ１　　　ボウル部の前後方向に二等分する左右方向に延びる中心線
　　　Ｄ　　　　リム通水路の屈曲部の流路断面
　　　Ｅ　　　　リム通水路の内側部の流路断面
　　　Ｅ１　　　リム吐水口の開口断面
　　　Ｅ２００　リム吐水口の開口断面
　　　Ｆ１　　　ボウル部の前方側領域
　　　Ｇ　　　　リム吐水口の下流側近傍の通水路の流路断面
　　　Ｈ　　　　リム通水路の外側部及び屈曲部の流路断面の最大高さ寸法
　　　Ｈ１　　　リム通水路の外側部の流路断面Ａの最大高さ寸法
　　　Ｈ２　　　リム通水路の外側部の流路断面Ｂの最大高さ寸法
　　　Ｈ３　　　リム通水路の外側部の流路断面Ｃの最大高さ寸法
　　　Ｈ４　　　リム通水路の屈曲部の流路断面Ｄの最大高さ寸法
　　　ｈ　　　　リム通水路の内側部の流路断面の最大高さ寸法
　　　ｈ１　　　リム通水路の内側部の流路断面Ｅの最大高さ寸法
　　　Ｌ　　　　リム吐水口の下流側近傍の通水路の最大高さ寸法（通水路の棚面からオ
ーバーハング部の下端までの最大高さ寸法）
　　　Ｌ１　　　リム吐水口の下流側近傍の通水路の最大高さ寸法（通水路の棚面からオ
ーバーハング部の下端までの最大高さ寸法）
　　　Ｌ２　　　リム吐水口の下流側近傍の通水路の最大高さ寸法（通水路の棚面からオ
ーバーハング部の下端までの最大高さ寸法）
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　　　Ｐ１　　　リム吐水口の下流側近傍の通水路の棚面の高さ位置
　　　Ｐ１０１　リム吐水口の下流側近傍の通水路を形成するオーバーハング部の高さ位
置
　　　Ｒ１　　　ボウル部の後方側領域
　　　Ｓ１　　　リム通水路の外側部の下側壁部の上端面と内側壁部の下端面との接着面
　　　Ｓ２　　　リム通水路の外側部の外側壁部の上端面と上側壁部との接着面
　　　Ｕ　　　　オーバーハング部の上下方向の最小厚み（オーバーハング部の最小高さ
寸法）
　　　Ｕ１　　　オーバーハング部の上下方向の最小厚み（オーバーハング部の最小高さ
寸法）
　　　Ｕ２　　　オーバーハング部の上下方向の最小厚み（オーバーハング部の最小高さ
寸法）
　　　Ｗ　　　　リム吐水口の下流側近傍の通水路の横幅
　　　Ｗ１　　　リム吐水口の下流側近傍の通水路の横幅
　　　Ｗ２　　　リム吐水口の下流側近傍の通水路の横幅
　　　Ｗ３　　　棚面の横幅
　　　ｘ　　　　リム吐水口からの周方向下流側の距離
　　　ｘ１　　　リム吐水口からの周方向下流側の距離
　　　ｘ２　　　リム吐水口からの周方向下流側の距離
　　　ｘ３　　　リム吐水口からの周方向下流側の距離
　　　α１　　　棚面の傾斜角度
　　　α２　　　棚面の傾斜角度
　　　ρ　　　　緩和曲線の曲率半径
　　　ρ１　　　緩和曲線の曲率半径
　　　ρ２　　　緩和曲線の曲率半径
　　　ρ３　　　曲率半径
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